
 

尾張旭市省エネ設備投資促進補助金 

交付申請の手引き 

 

 

交付申請に当たっては、本手引きをご一読いただきますようお願いします。 

 

 

 

　申請受付期間                                                                     

　　令和７年５月１２日（月）～令和７年１２月１９日（金） 

（先着順、予算（2,000 万円）がなくなり次第終了します） 

 

　実績報告書の最終提出期限　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　令和８年３月６日（金） 

　　（事業完了後、速やかに御提出ください。） 

 

 

 

 

 

令和７年４月 

 

尾張旭市　市民生活部　産業課 

 



制度の概要 

　制度の目的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

省エネ設備投資促進補助金は、物価高騰の影響を受けている事業者に対し、省エネ設備を導入又は更新す

る際の費用を補助することで、事業者の電力等のコスト削減を目的とした設備投資を促し、市内商工業の振

興に資することを目的としています。 

本制度は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して実施するものです。 

 

　補助率・補助上限額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

補助率：補助対象経費（税抜）の１/２ 

補助上限額：１事業者につき３０万円（千円未満切り捨て） 

 

　補助対象者の要件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

本補助金の対象となる事業者は、以下のいずれにも該当する者とします。 

⑴　市内に事業所を有する小規模企業者、中小企業者であること。 

＜補足＞ 

補助対象者は、中小企業基本法第２条第１項に規定する「資本金の額又は出資の総額」又は「常時使用する従業員

の数」のいずれかを満たす法人、中小企業基本法第２条第５項に規定する小規模企業者又は個人事業主とします。 

　　 ※　会社法において、会社として定義されないと解釈される法人は対象外となります。 

対象外の例：一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、学校法人、宗教法人、 

社会福祉法人、農事組合法人、NPO 法人、企業組合、事業協同組合　等 

 

⑵　市税の滞納がないこと。 

 

 

業種

中小企業者 小規模企業者

 資本金の額又は 

出資の総額

常時使用する 

従業員の数

常時使用する 

従業員の数

 ①製造業、建設業、運輸業、その他業種

（②～④を除く）
３億円以下 300 人以下 20 人以下

 
②卸売業 １億円以下 100 人以下 5 人以下

 
③サービス業 5,000 万円以下 100 人以下 5 人以下

 
④飲食サービス業、小売業 5,000 万円以下 50 人以下 5 人以下



　補助対象事業の要件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

本補助金の対象事業は以下に記載のとおりです。 

＜参考＞トップランナー基準の確認方法 

▼　製品カタログ等で、基準達成のラベルが記載されているかご確認ください。 

▼　経済産業省資源エネルギー庁の「省エネ型製品情報サイト」でも確認が可能です。 

　 

 

 

　補助対象外となる経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・　国若しくは地方公共団体又は民間団体等による他の補助金等の補助対象となった事業 

・　車両又は情報機器など汎用性の高い設備 

・　自宅兼事業所等において、他の居宅スペースと混在（独立していない）し、事業用としての使用に限っ 

ていない設備 

 

 事業 補助対象設備 対象経費

 
導入事業 

（新規導入）

▼　エアコン、業務用冷蔵庫、業務用冷凍庫、給湯器などの場合 

トップランナー基準等を満たす設備 

※　製品カタログ等で、基準達成のラベル（緑色）又は省エネ基準達 

成率の表示が 100％以上と表示されている設備（下記参考あり） 

▼　業務用エアコンの場合 

製品カタログ等で、「２０１５年省エネ法基準値クリア」と表示されて 

いる設備 

▼　照明器具（LED）の場合 

定格光束(ｌｍ)を定格消費電力（Ｗ）で除した数値（固有エネルギー 

消費効率）が、下表の基準固有エネルギー消費効率を上回る照明設備 

▼ トイレの場合 

JIS 規格の節水基準（洗浄水量が大便器６.５L 以下、小便器 4L 以 

下）を満たすトイレ　※JIS A 5207

設備費 

工事費

 
更新事業 

（設備更新）

設備費 

工事費 

撤去費 

処分費

 エアコン、業務用冷蔵庫、業務用冷凍庫、給湯器、照明器具（ＬＥＤ）等

のトップランナー制度の対象範囲外の設備の場合、更新後設備の消費

電力や消費水量の削減が見込めることが確認できるもの 

※　導入事業（新規導入）は対象外（更新事業（設備更新）に限る）

 光源色 基準固有エネルギー消費効率

 昼光色・昼白色・白色 １００.0

 温白色・電球色 50.0

 

基準達成のラベル 

（補助対象） 

 

 

基準未達成のラベル 

（補助対象外）



　交付までの流れ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

　＊注意＊　この補助金は、事前申請制のため、申請前に着手した事業は補助の対象外になります。 

　　　　　　　　　 ただし、設備の故障などやむを得ない事情がある場合は、以下の条件を了承のうえで交付決 

定前着手届を併せて提出いただくことで、申請日以降に限り、交付決定前の着手が可能とな 

ります。 

　　　　　　　　　 　 条件①　申請について交付決定がなされなかった場合または交付決定を受けた補助金額 

が交付申請額に達しない場合においても、異議がないこと 

　　　　　　　　　 　 条件②　着手から交付決定を受けるまでの期間に計画変更を行わないこと。 

             交付決定前着手届は、省エネ設備投資促進補助事業交付決定前着手届（第４号様式）を使用 

し、申請期間の間に市産業課へ申請してください。様式は、尾張旭市ホームページ（ID： 

３０８５２）に掲載しています。 

 

 申請者 尾張旭市
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実績報告提出 【令和８年３月６日期限】

補助金請求書提出

見積書等の準備

申請書提出 【令和７年１２月１９日期限】

交付決定通知

受理、審査

工事着手

変更申請書提出

工事完了

受理、審査

変更交付決定通知

受理、審査

交付額確定通知受理

受理

補助金交付

提出

提出

提出

提出

通知

通知

通知

申請内容を変更する場合



　補助金交付申請　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　補助金交付申請は、尾張旭市省エネ設備投資促進補助金交付申請書（第１号様式）を使用し、申請期間の

間に市産業課へ申請してください。様式は、尾張旭市ホームページ（ID：３０８５２）に掲載しています。 

　　 

　▼　交付申請手順等について 

　▼　注意事項 

　　〇　交付申請後、事業内容（購入・施行業者や設備、工事、設置場所等）の変更や事業の中止・廃止をする 

場合は、着手前に変更（中止・廃止）申請が必要となります。ただし、軽微な事項の変更については、手続 

きが不要となる場合があるため、予め産業課へ相談のうえ、必要となる場合は、省エネ設備投資促進補 

助事業変更（中止・廃止）申請書（第５号様式）を使用し、速やかに市産業課へ提出してください。様式 

は、尾張旭市ホームページ（ID：３０８５２）に掲載しています。 

 １．受付期間 令和７年５月１２日（月）～１２月１９日（金）　 

※　先着順、予算がなくなり次第終了

 ２．提出方法 以下のいずれかにて、受付期間内に必着 

・　窓口（市役所南庁舎２階 産業課） 

・　郵送（〒４８８-８６６６愛知県尾張旭市東大道町原田２６００-１ 産業課宛） 

・　メール（sangyo-shinsei@city.owariasahi.lg.jp　産業課宛）

 ３．受付時間 ・　窓口（平日９時００分～１７時００分　※　土日祝日除く） 

・　郵送（随時　　※　受付期間内での受理分） 

・　メール（随時　※　受付期間内での受理分）

 ４．提出書類

 　⑴　導入事業 ・　交付申請書

 ・　見積書（申請額の内訳（明細）が分かるように記載されていること）

 ・　導入予定の設備の名称が分かる書類（カタログコピー等） 

・　事業所の図面（予定箇所を図示。手書の間取図でも可）

 ・　導入予定の設備が、トップランナー基準又はＪＩＳ規格を満たすことが確認でき 

る書類（カタログのコピー等）

 　 ・　設置予定場所の写真

 　⑵　更新事業 ・　交付申請書

 ・　見積書（申請額の内訳（明細）が分かるように記載されていること） 

・　更新予定の設備の名称がわかる書類（カタログのコピー等） 

・　事業所の図面（予定箇所を図示。手書の間取図でも可） 

・　以下①、②のいずれかの書類 

　 ①　更新予定の設備がトップランナー基準、JIS 規格を満たすことが確認でき 

る書類（カタログのコピー等） 

　 ②　消費エネルギー等の削減が確認できる書類（更新前後の設備のカタログ 

のコピー等） 

・　更新前設備の写真

 ・　更新前（現状）の設備の名称が分かる書類（設備本体にあるラベル等の写真）

 



　実績報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　実績報告は、省エネ設備投資促進補助事業実績報告書（第７号様式）を使用し、令和８年３月６日（金）まで

に市産業課へ提出してください。様式は、尾張旭市ホームページ（ID：３０８５２）に掲載しています。 

　　 

　▼　実績報告手順等について 

 

　補助金額の確定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

市で実績報告書の内容を審査し、適当と認めた場合は、補助金の額を確定し、通知します。 

審査において、現地調査等を行う場合がありますので、御協力をお願いします。 

 

　補助金額の請求及び交付　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

補助金額の請求は、補助金額の確定通知を受け取ったら、省エネ設備投資促進補助金交付請求書（第９

号様式）を使用し、速やかに市産業課へ提出してください。様式は、尾張旭市ホームページ（ID：３０８５２）に

掲載しています。 

請求書に記載する振込先は、申請者と同一名義であることが必要です。 

請求書の提出から、概ね４週間以内に、指定口座に補助金を振り込みます。 

 

 １．報告期限 令和８年３月６日（金）　※　工事完了後、速やかにお願いします。

 ２．提出方法 以下のいずれかにて、受付期間内に必着 

・　窓口（市役所南庁舎２階 産業課） 

・　郵送（〒４８８-８６６６愛知県尾張旭市東大道町原田２６００-１ 産業課宛） 

・　メール（sangyo-shinsei@city.owariasahi.lg.jp　産業課宛）

 ３．受付時間 ・　窓口（平日９時００分～１７時００分　※　土日祝日、１２/２９～１/３を除く） 

・　郵送（随時　　※　受付期間内での受理分） 

・　メール（随時　※　受付期間内での受理分）

 ４．提出書類 ・　実績報告書

 ・　領収書等の補助対象経費の金額の根拠となる書類

 ・　導入（更新）後の設備が申請時の設備と一致していることが確認できる書類 

（名称や品番が記載された納品書や請求書、名称や品番の写った写真等）

 ・　導入（更新）後の設備が設置されていることが確認できる写真（設置後の写 

真）

 ※　設置した設備が、申請時の同等品等である場合は、 

・　設置後の設備が、トップランナー基準又はＪＩＳ規格を満たすことが確認できる

書類（カタログのコピー等）

 ※　設備の位置が、申請時の予定位置から変更した場合は、 

・　事業所の図面（予定箇所を図示。手書の間取図でも可）



　よくある質問　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Q１　個人事業主も申請することができますか。 

A１  申請可能です。 

 

Q２　昨年度（令和６年度）に、同じ補助金を申請しましたが、今回も申請できますか。 

A２　申請可能です。 

 

Q３　一回の申請で、エアコンと LED 照明などの複数の設備の申請はできますか。 

A３　上限額（３０万円）の範囲内であれば、複数の設備に係る申請が可能です。 

 

Q４　トップランナー基準をみたす設備はどうやって確認できますか。 

A４ 製品カタログに緑色の省エネ性マークがついています。 

詳しくは右記、省エネ型製品情報サイトで確認ができます。　https://seihinjyoho.go.jp/ 

業務用エアコンなど、一部トップランナー基準を満たす設備であっても、上記サイト内に掲載のない設 

備があります。その際は、以下、経済産業省資源エネルギー庁 HP で各設備のトップランナー基準を満た 

しているか確認してください。 

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/eq 

uipment/ 

 

Q５　エアコン、業務用冷蔵庫、業務用冷凍庫、給湯器以外には、どのような設備が対象になりますか。 

　A５　新たに設備を導入する場合は、トップランナー制度の対象設備のうち、車両や情報機器等の汎用性の

高い設備を除く設備（※）で、事業に使用するものが本補助制度の対象になります。 

　　　　更新の場合は、トップランナー制度の対象設備ではない場合は、従前の設備から省エネ化が図られる

ものが対象です。飲食店の厨房で使用する製氷機、食器洗浄機や、製造現場の工作・塗装機械、換気扇

などを対象にした事例もあります。詳しくはお問合せください。 

※　【本補助制度の対象設備（車両や情報機器等の汎用性の高い設備を除く設備）】 

 

Q６　冷蔵庫、冷凍庫、ガス調理機器、ジャー炊飯器、電子レンジは、家庭用でも対象となりますか。 

A６　上記の５つの設備については、申請者が飲食業の場合に限り、対象となります。その際、家庭用・業務 

用の種別は問いません。 

 

 

 

 業種を問わないもの 飲食業のみ

  

トップランナー制度対象設備

エアコン 電気便座 電気冷蔵庫

 照明器具 ヒートポンプ給湯器 電気冷凍庫

 ストーブ 交流電動機 ガス調理機器

 ガス温水機器 電球 ジャー炊飯器

 石油温水機器 ショーケース 電子レンジ

 JIS 規格 トイレ ―

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/eq


Q７　更新事業の場合、消費エネルギー以外の指標で比較しても良いですか。 

A７  その指標について、省エネ性能の比較に用いることが妥当であると認められる場合は可能です。申請 

前に御相談ください。 

 

Q８　節水型トイレの新規導入や、従前トイレを節水型トイレに更新する場合は補助対象になりますか。 

A８  日本産業規格（JIS 規格）の節水基準（洗浄水量が大便器６．５Ｌ以下、小便器４Ｌ以下）を満たすトイレ 

であれば、新規導入、更新いずれの場合も補助対象になります。 

 

Q９　不動産賃貸業を営んでいますが、貸し物件の設備は対象になりますか。 

A９  本補助金は市内の事業所で用いている設備の更新が補助対象であり、貸物件は事業所ではないこと 

から対象外です。ただし、共用部分に当たる設備は対象となることがあります。 

 

Q１０　自宅兼事業所に設置している設備も補助対象になりますか。 

A１０  事業所として独立（他の居宅スペースとは混在していない）し、かつ、事業用としての使用に限った 

設備であることが確認できれば、補助対象となります。上記の旨を証明する書類（図面や写真等）を添 

付のうえ申請いただく必要がありますので、あらかじめ御了承ください。 

 

Q１１　中古品でも補助対象になりますか。 

A１１  トップランナー基準を満たす設備、または現状の設備より消費する電力等が下がっていれば、補助 

対象になります。 

 

Q１２　設備をリースで導入する場合も対象になりますか。 

A１２  リースで導入する設備は対象外です。 

　 

Q１３　交付申請者と補助金の振込先は別でも良いですか。 

A１３　申請者と振込先名義は、一致している必要があります。 

 

 

　 

 

 

 

 

 

 



第１号様式（第８条関係） 

年　　　月　　　日　 

　尾張旭市長　殿 

 

申請者　事業所所在地 

　　　　法人名・屋号 

　　　　代表者職氏名 

　　　　担当者名 

　　　　連絡先 

 

尾張旭市省エネ設備投資促進補助金交付申請書 

 

尾張旭市省エネ設備投資促進補助金の交付を受けたいので、次のとおり申請します。 

また、補助用件を確認するに当たり、市税の納付状況を調査することについて承諾しま

す。 

 

 

 事業内容

 

設備名等

□導入
設備型番等 □　トップランナー基準 

□　ＪＩＳ規格

 

□ 

更 

新

更新前

設備型番等 □　トップランナー基準 

□　ＪＩＳ規格 

□　消費エネルギー比較 

（前　　　　　　　　　） 

（後　　　　　　　　　）

 
更新後

設備型番等

 設置場所 尾張旭市

 補助事業の 

完了予定日
　　　年　　　月　　　日

 補助対象経費 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

 
交付申請額 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

 

添付書類

□見積書等の補助対象経費の金額の根拠となる書類 

□導入又は更新前後の設備の名称及びトップランナー基準等

への適合状況又は消費エネルギー等が確認できる書類  

□設備を導入又は更新する事業所の図面及び写真  

□その他参考となる資料



第１号様式（第８条関係） 

令和７年５月〇日 

　尾張旭市長　殿 

申請者　事業所所在地　尾張旭市○○町○○番地 

　　　　法人名・屋号　株式会社尾張旭商事 

　　　　代表者名　代表取締役　旭　太郎 

　　　　担当者名　旭　花子 

　　　　連絡先　０９０－○○○○－○○○○ 

尾張旭市省エネ設備投資促進補助金交付申請書 

 

尾張旭市省エネ設備投資促進補助金の交付を受けたいので、次のとおり申請します。 

また、補助用件を確認するに当たり、市税の納付状況を調査することについて承諾しま

す。 

 

 

 
事業内容 店舗内にトップランナー基準を満たしたエアコンを導入（更新）する。

 

 

設備名等

□導入
設備型番等 

ＡＢＣ－１２３４

□　トップランナー基準 

□　ＪＩＳ規格

 

□ 

更 

新

更新前

設備型番等 

ＤＥＦ－１２３４

□　トップランナー基準 

□　ＪＩＳ規格 

□　消費エネルギー比較 

（前　　　　　　　　　） 

（後　　　　　　　　　）

 
更新後

設備型番等 

ＧＨＩ－５６７８

 設置場所 尾張旭市○○町○○番地

 補助事業の 

完了予定日
令和７年１０月３０日

 
補助対象経費 ４５５，０００円

 
交付申請額 ２２７，０００円

 

添付書類

□見積書等の補助対象経費の金額の根拠となる書類 

□導入又は更新前後の設備の名称及びトップランナー基準等

への適合状況又は消費エネルギー等が確認できる書類  

□設備を導入又は更新する事業所の図面及び写真  

□その他参考となる資料

記載例

実績報告書の提出期限は 

令和８年３月６日ですので、

期限に間に合うように完了日

を設定してください。

計算例：４５５,000 円×５０％ 

＝２２７,500 円≒２２7,000 円 交付申請額は 

補助対象経費(税抜)の５０％ 

（千円未満切捨て）です。

見積書の 

金額を 

税抜で 

計上

必要な添付書類が揃っている

か確認のうえ、□に✓をつけて

ください。

導入の場合はこちら

の該当する□に✓

のうえ、設備型番等

を記載

更新の場合はこちら

の該当する□に✓

のうえ、設備型番等

を記載

トップラン

ナー基準及

びＪＩＳ規格

に該当しな

い設備に更

新する場合

に限り、消

費エネルギ

ーの比較が

必要である

ため、更新

前 後 の 数

値 の 記 載

が 必 要 で

す。



第４号様式（第１０条関係） 

 

年　　　月　　　日　 

 

　尾張旭市長　殿 

 

申請者　事業所所在地 

　　　　法人名・屋号 

　　　　代表者職氏名 

　　　　担当者名 

　　　　連絡先 

 

省エネ設備投資促進補助事業交付決定前着手届 

 

　尾張旭市省エネ設備投資促進補助金について、下記条件を了承の上、交付決定前に着手

したいため提出します。 

 

 

 

交付決定前着手

が必要な理由

 
着手予定日 　　　年　　　月　　　日

 

条件

１　本件について交付決定がなされなかった場合又は交付決定

を受けた補助金額が交付申請額に達しない場合においても、異

議がないこと。 

２　当該事業について着手から交付決定を受けるまでの期間に

おいては、計画変更を行わないこと。



第４号様式（第１０条関係） 

 

令和７年○月○○日　 

 

　尾張旭市長　殿 

 

申請者　事業所所在地　尾張旭市○○町○○番地 

　　　　法人名・屋号　株式会社尾張旭商事 

　　　　代表者名　代表取締役　旭　太郎 

　　　　担当者名　旭　花子 

　　　　連絡先　０９０－○○○○－○○○○ 

 

省エネ設備投資促進補助事業交付決定前着手届 

 

　尾張旭市省エネ設備投資促進補助金について、下記条件を了承の上、交付決定前に着手

したいため提出します。 

 

 

 

交付決定前着手

が必要な理由
更新予定設備が壊れてしまい、至急対応する必要が生じたため。

 
着手予定日 　令和７年○月○○日　

 条件 １　本件について交付決定がなされなかった場合又は交付決定を

受けた補助金額が交付申請額に達しない場合においても、異議

がないこと。 

２　当該事業について着手から交付決定を受けるまでの期間にお

いては、計画変更を行わないこと。

やむを得ない理由で交付決定前に事業に着手する必要がある

場合に事業着手前に提出してください。

記載例

この欄に記入した日付以降に取り組んだ事業の

経費を補助対象経費として計上することが可能

です。

上記の条件を確認のうえ、提出してください。



第７号様式（第１２条関係） 

 

年　　　月　　　日　　 

 

尾張旭市長　殿 

 

　　　　事業所所在地 

　　　　法人名・屋号 

　　　　代表者職氏名 

　　　　担当者名 

　　　　連絡先 

 

省エネ設備投資促進補助事業実績報告書 

 

　　　　　年　　月　　日付け　　　第　　　号で交付決定を受けた尾張旭市省 

エネ設備投資促進補助金について、事業が完了したので、次のとおり報告します。 

 

 

 

事業内容及び

実施状況

□交付申請書に記載のとおり 

□下記のとおり 

 

 

 補助事業の 

完了日
　　　年　　　月　　　日

 
補助対象経費

 
補助金額

 

添付書類

□領収書等の補助対象経費の金額の根拠となる書類 

□導入又は更新した設備の名称及びトップランナー基準等

への適合状況又は消費エネルギー等が確認できる書類  

□設備を導入又は更新後の事業所の図面及び写真  

□その他参考となる資料



第７号様式（第１２条関係） 

 

令和７年○月○○日　　 

 

尾張旭市長　殿 

 

　　　　事業所所在地　尾張旭市○○町○○番地 

　　　　法人名・屋号　株式会社尾張旭商事 

　　　　代表者名　代表取締役　旭　太郎 

　　　　担当者名　旭　花子 

　　　　連絡先　０９０－○○○○－○○○○ 

 

省エネ設備投資促進補助事業実績報告書 

 

令和○年○月○○日付け○産第○○-○号　で交付決定を受けた尾張旭市省 

エネ設備投資促進補助金について、事業が完了したので、次のとおり報告します。 

 

第９号様式（第１４条関係）  

 

 

事業内容及び

実施状況

□交付申請書に記載のとおり 

□下記のとおり 

 

 補助事業の 

完了日
令和○年○月○○日

 
補助対象経費 ４５５，０００円

 

補助金額

２２７，０００円 

 

 

添付書類

□領収書等の補助対象経費の金額の根拠となる書類 

□導入又は更新した設備の名称及びトップランナー基準等

への適合状況又は消費エネルギー等が確認できる書類  

□設備を導入又は更新後の事業所の図面及び写真  

□その他参考となる資料

記載例

交付申請後にお手元に届く、交付決

定通知書の右上に記載されている

日付と番号を記入してください。

申請書に記載したとおりに設備を更新した場合は、上

の□に✓をつけてください。 

申請書に記載した設備が入手できなかったため同等

品で代用した等の軽微な変更がある場合は、下の□

に✓のうえ、変更内容を記載してください。

計算例：４５５,000 円×５０％ 

＝２２７,500 円≒２２7,000 円

必要な添付書類が揃っているか確認のうえ、□に✓をつけてください。 

導入（更新）後の設備が申請時の設備と一致していることが確認できる書類として、名称や品番が記載され

た納品書や請求書、名称や品番の写った写真等の添付が必要です。 

上から 2 番目の書類については、交付申請書に記載したとおりに事業を行った場合は添付不要です。

実際に 

かかった 

金額を 

税 抜 で

記入
交付申請額は 

補助対象経費（税抜）の５０％ 

（千円未満切捨て）です。



年　　月　　日　　  

尾張旭市長　殿  

 

省エネ設備投資促進補助金交付請求書 

 

　尾張旭市省エネ設備投資促進補助金交付要綱第１４条の規定により、次のと

おり請求します。  

 

 

 

 

請求者

事業所所在地

 
法人名・屋号

 
代表者職氏名

 
補助金  

請求金額
　　　　　　　　金　　　　　　　　　円

 振込先

 金融機関

名
支店名

 
種別 普通・当座

口座番

号

 
フリガナ

 
口座名義

人



第９号様式（第１４条関係）  

 

令和７年○月○○日　　  

尾張旭市長　殿  

 

省エネ設備投資促進補助金交付請求書 

 

　尾張旭市省エネ設備投資促進補助金交付要綱第１４条の規定により、次のと

おり請求します。  

 

 

 

 

請求者

事業所所在地 尾張旭市○○町○○番地

 
法人名・屋号 株式会社尾張旭商事

 
代表者職氏名 代表取締役　旭　太郎

 
補助金  

請求金額
　　　　　　　　金○○○○○○円

 振込先

 金融機関

名
○○銀行 支店名 ○○支店

 
種別 普通・当座

口座番

号
○○○○○○○

 
フリガナ ｶ)ｵﾜﾘｱｻﾋｼｮｳｼﾞ

 
口座名義

人
株式会社尾張旭商事

実績報告後にお手元に届く、補助金確

定通知書に記載されている補助金交付

確定額を記入してください。

振込先の口座は申請者と同一名義の口座にしてください。 

法人名義で補助金を申請し、振込先に代表者個人の口座を指定することはで

きません。

記載例


